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 ３月１６日付けで、最高裁判所第二小法廷（尾島明裁判長）は、豊川幼児殺人事

件の再審請求審において田邉雅樹さんの再審請求を棄却する決定を行いました。 

 私たちは、再三にわたる要請にも関わらず、弁護団が提出した新証拠をいっさい

調べることもなく、再審請求を棄却した不当決定に断固抗議するものです。 
 

 この事件は、２００２年にトラック運転手の田邉雅樹さんが、豊川市内のゲーム

センター駐車場に駐められていた車から当時１歳 10 ヶ月の男児を連れ去り、そこか

ら直線距離にして約４キロメートル離れた御津町の海に幼児を投げ捨てて殺害した

とされるものです。 

 この事件には物的証拠が何もなく、犯行の目撃者もなく、捜査段階における警察

の暴力的な厳しい取り調べによる「自白」だけが有罪の根拠とされました。田邉さ

んは公判で一貫して無実を訴え続けましたが、自白の信用性を否定した一審無罪判

決の後、検察の控訴によって二審の高裁で逆転有罪となり、懲役１７年の刑が確定

して大分刑務所に収監されました。 
 

 ２０１６年７月１５日の名古屋高裁への再審請求以来、異議審を含めて、弁護団

が確定判決の証拠構造の脆弱性を指摘し、裁判所に対して再三にわたって、証拠開

示と新証拠の事実調べを行うよう求めてきたにもかかわらず、裁判所はこれに応え

ることをしませんでした。それは刑事裁判において最も重視すべき真実の発見に背

を向けた極めて悪質で怠惰の極みとも言えるものでした。 
 

 私たちは形式的に裁判を受けさせれば事足りるのではなく、実質的に真実の発見

に務めるべきだと思います。しかしながら今回の決定においても、これらのことは

一切考慮されませんでした。 

 私たちは、これまで全国から寄せられたご支援に心からの感謝を申し上げるとと

もに、これまでと同様、弁護団と手を携えながら田邉雅樹さんの雪冤のために引き

続き奮闘するものです。 

                                  以上  


